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公
的
年
金
な
ど
の
確
定
申
告

相
談
会
の
ご
案
内
に
つ
い
て

相
 

談

日
曜
遺
言
等
公
証
法
律
相
談

相
続
登
記
無
料
相
談

　
１
月

２４
日（
日
）
※
要
予
約

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

場
所

　
中
村
公
証
役
場

　（
四
万
十
市
中
村
大
橋
通
６
―

３
―
７
第
１
と
ら
や
ビ
ル
４
階
）

相
談
担
当
者

　
高
知
地
方
法
務
局
所
属

　
中
村
公
証
役
場
公
証
人

○
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
中
村
公
証
役
場

　
蕁
３
４
―
１
７
２
８

　
２
月
４
日（
木
）

　
午
前

１０
時
〜
午
後
３
時

場
所
　

　
四
万
十
市
立
中
央
公
民
館

　
２
階
研
修
室

　（
四
万
十
市
右
山
五
月
町
８
―

２２
）

主
催
　
高
知
県
司
法
書
士
会
西
支
部

主
唱
　
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会

○
お
問
い
合
わ
せ

　
田
中
事
務
所

　
蕁
３
４
―
１
１
９
３

　
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
を

対
象
に
、
平
成

２１
年
分
の
確
定
申

告
書
の
書
き
方
や
作
成
方
法
の
相

談
会
を
次
の
と
お
り
開
催
い
た
し

ま
す
。
申
告
期
間
中
は
税
務
署
や

税
務
課
窓
口
の
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

日
程

１
月

２８
日（
木
）・

２９
日（
金
）

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
大
方
庁

舎
前
）
２
階
大
ホ
ー
ル

２
月
２
日（
火
）

　
佐
賀
総
合
支
所
１
階
　

町
民
室

時
間

　
午
前
９
時

３０
分
〜
午
前

１１
時

　
午
後
１
時
〜
午
後
４
時

※
当
日
は
、
次
の
書
類
な
ど
を
お

持
ち
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

１
、
確
定
申
告
書
用
紙
（
郵
送
さ

れ
て
い
な
い
方
は
当
日
交
付

し
ま
す
。）

２
、
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
、

公
的
年
金
以
外
の
収
入
の
あ

る
方
は
そ
の
所
得
の
計
算
に

必
要
な
も
の
（
給
与
所
得
の

源
泉
徴
収
票
な
ど
）

３
、
国
民
健
康
保
険
税
の
支
払
額

の
わ
か
る
書
類
、国
民
年
金
・
国

民
年
金
基
金
の
控
除
証
明
書

４
、
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料

の
控
除
証
明
書

５
、
医
療
費
控
除
の
申
告
を
さ
れ

る
方
は
、
平
成

２１
年
中
に
支

払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書

６
、
印
鑑
、筆
記
具
、計
算
用
具
、還

付
金
振
込
口
座
の
通
帳
な
ど

　
な
お
、
「
所
得
税
の
確
定
申
告

の
手
引
き
」
や
昨
年
の
申
告
書
控

な
ど
を
参
考
に
し
て
、
ご
自
分
で

申
告
書
の
作
成
が
で
き
る
方
は
、

郵
送
に
よ
り
提
出
し
て
い
た
だ
く

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ま
た
、
確
定
申
告
は
、
国
税
電

子
申
告
、
納
税
シ
ス
テ
ム
（
通
称

イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）
に
よ
る
提
出
も

で
き
ま
す
の
で
、
積
極
的
な
ご
利

用
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w

.
nta.go.jp

）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所
 

税
務
課

　
蕁
４
３
―
２
８
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所 
総
務
課
税
務
係

　
蕁
５
５
―
３
１
１
３（
直
通
）

　
中
村
税
務
署
個
人
課
税
部
門

　
蕁
３
５
―
２
１
３
５（
直
通
）

○ 予備自衛官補応募資格（一般および技能による採用があります）

（1）一般採用：日本国籍を有し18歳以上、34歳未満の者（資格などは必要ありません。）
（2）技能採用：日本国籍を有し18歳以上で、保有する技能・資格に応じて53歳～55歳未満

○ 予備自衛官補から予備自衛官への任用

（1）一般採用：3年以内に50日間の教育訓練を修了した者は修了の翌日に陸上予備自衛官として任用されます。
（2）技能採用：2年以内に10日間の教育訓練を修了した者は修了の翌日に陸上予備自衛官として任用されます。

○ 手当

（1）教育訓練招集手当（教育訓練参加日数分支給）：予備自衛官補 ￥7,900、予備自衛官 ￥8,100
（2）教育訓練招集旅費 ： 教育訓練出頭のための往復旅費が支給されます。

○ 受付および試験日

（1）受付期間：1月12日（火）～4月9日（金）
（2）試験期日：4月17日（土）～4月19日（月）いずれか1日を指定されます。

予備自衛官補募集

概　　　要

【お問い合わせ】自衛隊四万十地域事務所　蕁35－3096

予備自衛官補とは、主として自衛隊未経験者を予備自衛官補として採用し、所定の教育訓練を経た後、
予備自衛官として任用する制度です。予備自衛官とは、普段は社会人として仕事をしながら、定期的
に訓練を受け、有事の際には招集命令により出頭し、自衛官となって、必要な警備や後方支援または
国民の保護のための措置などの任務にあたります。また、災害時に必要と認められる場合には、災害
招集命令により出頭し、自衛官となり災害救助活動などに従事します。


